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1. 問題提起 

京都府中部に位置する南丹市美山町は、豊かな

自然環境と伝統的な茅葺き民家群が特徴であり、

「かやぶきの里」として国内外から観光客が訪れ

る地域である。現在、美山町は都市部への人口流

出が進んだ過疎化により、2035 年には人口が約

60％になるとの予想が立っている。（2018 年推計：

国立社会保障・人口問題研究所）そこで美山 DMO

が中心に掲げている「地域全体で稼ぐまちづくり」

の目標の一つとして「移住世帯：19 名（4 世帯）

/年 対象移住者：30 代前半夫婦＋子ども、20 代

夫婦」がある。しかし、これらの施策は主に定住

希望層を対象としており、地域に関心を持つ若年

層を交流段階から取り込む仕組みは十分に構築さ

れていない。私たちは、南丹市美山町の交流・関

係・定住人口増加の促進の取り組みについて一般

社団法人南丹市美山町観光町づくり協会（以下：

美山 DMO）と連携し、美山町での地域行事の運営

に携わった。その過程で、若年層が地域活動に関

わることで住民との相互理解が深まり、地域の活

性化に寄与する可能性を実感した 

現在、美山町では「サステナブルエクスペリエ

ンス」といった研修プログラムのもと、文化体験

や農作業体験、美山サイクルグリーンツアーなど、

大学生や若年層が参加できる短期的な体験活動が

実施されている。また、教育民泊では小・中・高

校生を対象に農作業や自然体験を通じて地域の生

活や文化に触れる機会が継続的に提供されている。 

一方で、かつて小学生を対象に実施されていた

山村留学が、施設管理人や指導者の担い手不足に

より令和 4 年度に廃止されたことで、若年層が地

域と継続的・深く関わる機会は減少しているのが

現状である。 

以上の状況を踏まえ、大学生をはじめとする若年

層に焦点を当て、美山町に対する認知度の向上と

交流機会の拡充を通じて交流人口の拡大を図る方

策を提案する。 

2. 参考事例、先行研究 

 私たちの提案を具体化するため、2つの参考事例

を挙げる。1 つ目は滋賀県長浜市の「農山村版ワ

ーキングホリデー」で、大学生が地域住民と農作

業やワークショップを体験するプログラムである。

交通の便が悪い点や外国人留学生の受け入れなど、

美山町と共通する特徴があり、成功事例として参

考になる。学生からは地域の暮らしを実体験し、

自分の生き方を見つめ直す貴重な機会だったとの

感想が寄せられており、①大学生対象であること、

②進路に悩む学生にも意味ある経験を提供してい

る点、③地域の魅力を伝えられている点が成功要

因である。2つ目は「NPO法人 ECOFF」の「村おこ

しボランティア」で、大学生が農山漁村に滞在し、

住民と協働して地域づくりを行う。全国で多数の

参加者を集め、地域課題に関わる実践型の活動で、

参加者の内面的成長や地域住民の誇りの再認識に

もつながっている。また、玉井（2003）は、山村

留学の教育的効果について示唆している。山村の

自然環境や人間関係が教育的効果を発揮しており、

体験学習や地域住民との交流を通じて参加者の内

面的な成長が見られるだけでなく、地域住民自身

が地域への誇りを再認識する契機ともなっている。

これらの成果は、経済的指標では測りきれない教

育的・社会的意義を有しているといえる。さらに

羽原（2020）の研究からは、地域住民の中で意識

の差があるものの、大学生との交流が地域の活性

化や持続的発展に寄与する可能性があるとされて

おり、合意形成が今後の課題とされている。 

3. 調査、分析 

学生 84 名を対象に行ったアンケートの結果、

「美山町を知っている」と答えたのは 36 名にと

どまり、48 名が「知らない」と回答し、美山町の

認知度が低いことが明らかになった。 

一方で、「美山町でホームステイ・ワーキングホ

リデーが実施された場合に参加したい」と回答し

た学生は 62 名と多数を占め、その中には美山町

を知らないと答えた学生も多く含まれていた。（図

１） 
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      参加度調査 

 

これは、地域名の知名度よりも、自然体験や地

域住民との交流といった体験内容自体への関心が

参加意欲を高める要因となっていることを示唆し

ている。 

このようなニーズを踏まえれば、ホームステイ

や体験型プログラムとしてワーキングホリデーを

構築することで、大学生の参加を促進できる可能

性がある。また、地域の認知度が高くなくても、

魅力ある体験内容を設計することで十分に関心を

引くことができることがわかった。一方で、美山

を訪れる観光客への調査は行われておらず、今後

の分析に向けて追加調査が必要である。以上より、

大学生の中に山村留学への潜在的ニーズが存在す

ることが確認された。                      

4. 提案 

これまでの調査および参考事例の分析を踏まえ、

本提案では美山 DMO に対し、地域活性化と次世

代人材育成を目的とした「美山ホームステイ・ワ

ーキングホリデー」事業の実施を提案する。 

本事業は、京都府内の日本人大学生および外国

人留学生を対象とする。 

問題提起で述べたように、これまで小中高生を

対象とした取り組みでは十分な成果が得られなか

った。そこで、より就職活動に近い立場で地域と

の関わりを意識しやすい「大学生層」を対象とす

ることで、美山町への関心や就職意識を高められ

ると考える。 

また、外国人留学生を対象に含めた背景には、

過去に募集人員が集まらなかった事例がある。海

外文化に関心を持つ日本人大学生の参加意欲を高

めるとともに、外国人留学生にとっても日本の田

舎文化を体験し、地域との交流を通じてコミュニ

ティを広げられる場を提供したいと考えている。 

本事業は、3 日間の民泊型ホームステイを通じ

て、美山の自然・産業・暮らしを体験しながら地

域とのつながりを深める取り組みである。夏季・

冬季にそれぞれ実施し、地域の協力民泊約 20 件

を活用する。 

滞在中は、午前中に地元の仕事を体験する活動

（農業・林業・乳搾り・観光案内補助など）を行

い、午後には地域住民との交流イベントを実施す

る。夏季には BBQ やラフティング、流しそうめ

ん、冬季には雪灯廊やかまくら作りなど、季節ご

との自然を活かしたプログラムを組み合わせるこ

とで、美山ならではの魅力を体感できる内容とす

る。 

本事業の特徴は、単なる観光体験ではなく「暮

らしを共有すること」に重点を置いている点であ

る。 

参加者にとっては、自然や人の温かさに触れな

がら地域課題を学び、自身の成長や「ガクチカ（学

生時代の取り組み）」としても活かせる経験となる。

一方、美山の住民にとっても、若者との交流を通

じて地域の活気を取り戻し、次世代への文化継承

を促す機会となる。 

また、交通の便が限られる美山では、1 日型よ

りもホームステイ形式とすることで移動の負担を

軽減できる。短期間ながらも民泊を通じて「人と

のつながり」を生み、再訪や移住への関心にもつ

ながると期待される。 

本提案は、地域と若者をつなぐ新しい学びと交

流の形として、美山の持続的な発展に寄与するこ

とを目的とする。京都府南丹市では国土交通省が

行う「若者の地方体験交流事業」として、すでに

大学生が地域での滞在・体験を行う取り組みが実

施されている。本提案で示す事業は、その趣旨と

共通点が多く、今後は同事業の枠組みや支援制度

を活用できる可能性があると考えている。 

また、美山町が既にそのプロジェクトの対象地

域に含まれているか、あるいは新たに連携できる

余地があるかについては、今後、美山町の担当者

へのインタビューを通じて確認する予定である。 
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1. はじめに 

近年、地域コミュニティの希薄化が問題視され

ている。さらに、日本に多く訪れる留学生と地域

の人々との交流の機会が少ないという問題がある。

そこで私たちは、留学生と地域住民との交流促進

による、地域コミュニティの活性化の可能性があ

ると考え、地域と留学生をつなぐ仲介者のあり方

について提案する。 

 

2. 既往研究の整理 

留学生と地域コミュニティを関連させて述べて

いる既往研究は、以下の通りである。 

阿部(2021)は、定住化する外国人の増加に伴い、

地域社会の「共生」実現に向けた市民ボランティ

アによる日本語学習支援、生活支援、外国人住民

の居場所作りなどの活動が活発化していると考え

ている。河合(2018)は、多文化共生社会の実現に

向けた国際交流拠点事業について取り上げ、一つ

一つの事業の目新しさよりも支援や居場所を意味

する拠点としてある程度、過不足なく、留学生に

必要なプログラムを実施することに意味があると

述べている。平野ら(2024)は調査から、外国人留

学生と日本人学生の異文化コミュニケーションを

促進するには、それを二者間の問題としてのみ捉

えるのではなく、＜システム＞と＜第三者＞の存

在を方法的に組み込むことや、＜第三者＞が学生

と多面的関係を築くことが効果的である可能性が

示唆されたと述べている。 

 

3. 現状  

日本国内の地域社会において、自治会等の加入

率の低下など、地域のつながりの希薄化への危機

感は一層高まっている。総務省の 2022年調査によ

ると、町内会や自治会などは全国に 30 万ほど存

在する。同省の調査では、住民のライフスタイル

の変化等により、地域社会のつながりの希薄化へ

の危機感は一層高まっている。内閣府が市区町村

を対象に行ったアンケートによると、自治会の現

在の課題として、役員・運営の担い手不足・高齢

化、近所付き合いの希薄化等が問題となっている

ことが分かる。 

続いて、日本全国の留学生の増加傾向について

は、独立行政法人日本学生支援機構によると、2024

年 5 月 1 日現在の外国人留学生数は約 33 万人で

あり、日本語教育機関を対象とした調査を開始し

た 2011年度以降過去最多となった。 

地域住民と留学生の交流機会として、日本では、

非営利団体が全国各地を拠点にして、留学生が参

加できるイベントを行っており、防災訓練、外国

人歓迎会、学区での区民運動会などといった場で

の国際交流を促している。 

そこで、私たちはゼミナール活動のフィールド

である京都市と龍谷大学近隣の伏見区深草地域を

対象として地域コミュニティと留学生の現状につ

いて調査を行うことにした。 

京都市の地域コミュニティは、ライフスタイル

や価値観の多様化、単身世帯の増加などを背景と

して，住民間のつながりの希薄化、住民の地域活

動への参加率の低下、住民の高齢化による地域活

動の停滞・負担感の増加・担い手不足等が大きな

課題となっている。深草学区や砂川学区では、自

治会の構成員の高齢化、担い手不足や若い人材の

確保が課題となっている。 

京都市の留学生の人数は、2023年 5月 1日時点

で約 1 万 7 千人が在住しており、2022 年と比較

し、約 3千人増加している。大学近隣地域の伏見

区深草学区と砂川学区でも、外国人居住者が増加

しており、国籍や言語による壁が生じている。 

龍谷大学近隣の教育機関にも調査したところ、

京都日本語学校でも留学生は増加傾向であった。

この学校では、授業の 1科目として、留学生によ

る地域活動への参加を行っており、地域コミュニ
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ティ参加への意欲のある学生が多いことも分かっ

た。また、調査先の担当者曰く、留学生が地域コ

ミュニティに参加するには、留学生と地域の人を

つなぐ交流拠点を作り、地域交流イベントを開く

こと、留学生に対してこの社会を構成する一員で

あると考えることが重要であるとのことだ。また、

龍谷大学グローバル推進センターでは、地域活動

の参加の機会や情報が知られると地域コミュニテ

ィに参加する留学生が増えると考えられるとのこ

とである。また、地域コミュニティへの参加には、

留学生の日本語能力、日本のマナーや文化への理

解に課題があり、留学生の地域活動への参加の際

に、間に入る人がいれば参加のハードルが下がる

とのことである。 

留学生とのかかわりが多い大学教員によると、

現在日本に住んでいる留学生のうち、地域コミュ

ニティや地域活動などに参加する人はあまり多く

ないという現状がある。また、留学生の出身国に

は地域コミュニティという概念自体がない国が存

在し、地域活動についてあまり関心を持たないと

いう現状もある。一方、きっかけがあれば参加す

る留学生も増加するだろうとのことである。 

これらの全国の傾向や京都市の現状から、増加

している留学生が地域の担い手として地域コミュ

ニティに参加することで活性化の可能性があると

考える。そのためには、地域コミュニティと留学

生とをつなぐ「仲介者」が必要なのではないか。 

 

4. 調査・分析 

留学生と地域住民との交流を支援する団体へヒ

アリングを行った。結果は表 1の通りである。 

また、龍谷大学の留学生と地域行事の際に深草

地域住民に対して行ったアンケート調査では、留

学生は地域活動への関心が比較的高いことに加

え、地域住民が留学生の受け入れに肯定的である

ことが分かった。しかし、互いに言語・コミュニ

ケーション面で不安があることから、それらを支

援する仲介者の重要性が明確になった。そしてそ

のような仲介者に、言語、コミュニケーションの

支援や地域活動の情報提供などを求めていること

がわかった。 

 

5．結論 

これらの調査から、留学生と地域住民の間に、

大学関係機関や行政などが介入し、仲介者となる

ことで双方の交流促進が期待できるのではない

か。まず龍谷大学内に存在するボランティア NPO

活動センターを中心として、グローバル推進セン

ターなどの大学関係機関が連携し大学内の留学生

が地域活動に参加しやすい体制を作る。 

 

 

 

表１ 調査概要 

そこから大学近隣の留学生教育機関、行政等と

連携して、留学生が地域活動に参加し地域コミュ

ニティ活性化に結び付くようなネットワークを構

築することを提案する。 

 
参考文献 

⑴独立行政法人日本学生支援機構(2025)「2024 年度外国

人留学生在籍状況調査結果」p.2 

⑵阿部祐子(2021)「留学生と地域社会との交流実践から考

える多文化共生社会」社会言語科学第 24巻第 1号、p.125、

p.129 

⑶河合成雄（2018）「地域での留学生教育をどうデザイン

するのか」日本学生支援機構、p.9 

⑷平野亮（2024）「外国人留学生と日本人学生の異文化コ

ミュニケーションに関する考察」兵庫教育大学、p.12 

⑸総務省自治行政局市町村課「地域コミュニティの現状及

び本研究会について」p.7 

⑹文部科学省「日本人学生の海外留学状況」及び「外国人

留学生の在籍状況調査」について p.6 

⑺総務省(2022)地域コミュニティに関する研究会報告書

p.1、p.7 

⑻独立行政法人日本学生支援機構「2024年度(令和 6 年

度)外国人留学生在籍状況調査結果 pp1、p.3、p.5 

⑼［PDF］（2024）令和 5年留学生数について‐京都市 

⑽京都市(2021)「京都市地域コミュニティ活性化ビジョン」

p.5 

 国際交流の会とよなか 京都市国際交流会館 

事

業

内

容 

・市民による身近な国際

交流を目的に、地域の国

際交流や在住外国人支援

活動を行う 

・留学生や外国人が自国

の料理を作り、住民にふ

るまう活動、外国人対象

の昼食を食べながらの相

談会も行う 

・異文化理解やボラ

ンティア活動の機会

を提供する 

・情報提供、相談、こ

とばのサポート、他

団体との連携等、 多

彩な取り組みを行う 

工

夫

点 

・イベントの広報につい

ては、大学や高校にチラ

シを送って広報すること

により参加者の収集に努

める 

・言葉を必要としな

い運動会を実施する

ことで、言語の壁を

気にせず、参加する

ことができる 

事

業

に

よ

る

効

果 

・食文化交流を通じて、留

学生や外国人は手料理を

食べてもらうことに喜び

を感じる 

・地域住民は未知の味を

体験し会話を楽しむこと

ができる 

・互いの文化を尊重し思

いやることで、トラブル

なく運営できている 

・運動会の準備を通

して地域住民と仲良

くなることで、留学

生がより運動会当日

を楽しむことができ

る 

・「自分たちもイベン

ト実施のために役立

てる」という意識を

持てる 

課

題

点 

・活動自体は NPO 団体と

してのものであり、地域

の自治会などとは関わり

ない 

・この活動で留学生や外

国人と地域コミュニティ

との関わりが大いに生ま

れているとはいえない 

・日本人と関わる上

でどのように話せば

良いか分からず距離

ができるため、間に

入ってイベントにつ

いて説明・発信する

仲介者が重要 
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Our Better Park Project 
‐市民参画による公園再生とコミュニティ形成‐ 

 

風間ゼミナール A 班 

○土居 小祐理（Sayuri DOI）・軽部 夏美（Natsumi KARUBE）・森永 士温（Shion 

MORINAGA）・夏目 結菜（Yuina NATSUME）・小川 生流（Ikuru OGAWA）・塚崎 心結

（Miyu TSUKAZAKI） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：地域コミュニティ、Park-UP 事業、My Better Park Project 
 

1. 問題意識 

公園のような公共広場は、ギリシャのアゴーラ

や古代ローマのフォルムのように、市民が交流し

政治、経済、社交生活といった文化の中心地とな

って、コミュニティを形成する機能を果たしてい

た。日本では、公園の前身である寺社仏閣の境内

や庭園といった広場が、同様の役割を果たしてき

たといえる。しかし、2024年の「京都市市民生活

実感調査」によると「公園が、快適な都市環境の

創出・向上のほか、地域活動や健康づくりなど、

様々な用途で活用されているか。」という質問に対

し、そう思うが 4.1％、やや思うが 22.4％にとど

まっている。このことから、地域において、公園

の持つ多様な価値に対する認識が低いことが挙げ

られる。公園の価値の再認識を進めなければ、冒

頭で示した古来の公共広場のような文化交流、コ

ミュニティ形成機能は果たされない。 

2. 現状分析 

2.1 公園の実態調査 

建設局みどり政策推進室が実施した「公園施設

の老朽化調査」によると、約 70％の公園設備が整

備後、30年以上経過している。加えて、みんなの

公園愛護協力会が実施した「公園ボランティア実

態調査 2024」では、公園愛護協力会が抱えている

課題として、担い手の高齢化による活動量の減少

が 85.7%、既存団体に新しいメンバーが加入しな

いが 62.2%挙げられている。このように公園施設

の老朽化と公園愛護協力会の高齢化が同時に進行

していることは、公園の維持管理体制が脆弱化し、

利用環境の質が低下していることを示している。 

2.2 京都市の現状「Park-UP事業」 

現在京都市では、持続可能な公園づくりを目標

において、住区基幹公園を対象に官民連携で、公

園の魅力向上やコミュニティの活性化に取り組む

「Park-UP 事業」（以下、PU）が実施されている。

PU は、提案主体となる自治連合会や地域活動団

体、その他市長が認める団体からの活動提案書が

市長によって受理されたのち、フェーズ１:地域主

体の公園の管理運営、フェーズ 2:多様なサポート

団体の連携、フェーズ 3:更なる公園の活用の 3つ

の段階で進められている。しかし、京都市の住区

基幹公園は計 915 件あるのに対して、PU に参加

している公園は 7件のみである。また、PUの実質

的な活動開始段階にあたる公園運営委員会の設立

に至っているのは、3 件にとどまっている。この

ことから、PU は活動提案書を作成する提案主体が

不足している点が課題であるといえる。 

2.3 北鍵屋公園運営委員会と、船岡山公園 

管理団体へのヒアリング調査 

2025年 10月に、PUの先進事例である北鍵屋公

園運営委員会・安藤氏〔10/16〕、船岡山公園 PUチ

ーム・STUDIOMONAKA代表岡山氏〔10/19〕から、公

園の活性化についてのヒアリング調査を行った。

この調査から、住区基幹公園が抱える問題として、

地域住民からの意見収集の難しさが明らかになっ

た。北鍵屋公園の事例では、公園愛護協力会の高

齢化により効果的な公園の活用法が分からない状

況であった。そのため、保育園の園長や経営者な

ど多様な属性をもつ人々が北鍵屋公園運営委員会

に参加することで、多方面からの視点を確保した。

船岡山公園の事例では、意見収集のために、自由

に誰でも参加のできるイベントを開催して意見交

換の場を設けていた。特に、ヒアリング調査時に

は大学のゼミナールもイベントに参加しており、

地域と大学との協働による新たな交流のきっかけ

が生まれていた。これら二つの事例から、意見収

集のためには、様々な属性をもつ市民を集めるこ

とが重要であると分かる。そのため両事例は、住

民や大学のゼミナールなど、多様な主体が参画す

る仕組みづくりを必要としており、公園運営の活

性化において重要な鍵になると考えられる。 

2.4 先行事例 

地域活性化、コミュニティ形成の観点から私た

ちは米国ダラス発の「My Better Block Project

（以下、MBBP）」に注目する。MBBPは、都市に

眠る公共空間や街区を市民が主体となって活用

し、イベントを通じてその場に新たな価値を生み

出し、空間への認識を転換していく試みである。

2010年の開始以降、いまでは世界 200以上の都

市へと広がっている。MBBP の独自性が高い点と
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して、本来活かせるはずの場所が条例で過度に制

限されていることに疑問を抱いた市民が、あえて

規制対象の場所でイベントを実施したことであ

る。また、この取り組みには数千人規模の住民が

参加し、時代遅れとなった条例への違和感を共有

する契機となり、実際に条例を変えるに至った。 

以上の現状分析から、公園の管理運営体制の再

整備のために、PUがあるものの発足している公

園は少なく、始動させるためには、コミュニティ

を形成し、多様な意見を収集するべきである。 

3. 政策の提言 

ダラスの事例を参考に、私たちは公園を舞台に

した「Our Better Park Project」を提案する。市

民主体のイベントを通して意見を収集し、公園の

既存の活用法に疑問を投げかけ、地域コミュニテ

ィの形成から PU の推進につなげる。  

3.1 場所・開催日時 

建設局みどり政策推進室が設計、調整を行い、

住区基幹公園を対象として、誰でも自由かつ無料

でイベントを開催できる制度を提案する。既存の

公園利用者の活動や静かな環境を尊重しつつ、イ

ベントの特別感や話題性を生むことと、継続的に

イベントに参加してもらう習慣を身につけること

を踏まえ、毎月第 2日曜日に行うものとする。ま

た、公園の利用状況に応じて、遊具エリアと出展

エリアに区分する。  

3.2 予約・実行 

出展の申し込みは、京都市ホームページと出展

エリアに常設する QR コードから①対象公園②企

画趣旨③日程④主催者⑤配置図・占有図を記載し

たフォームを提出する。開催の認可は、公益性を

求めることを前提に、都市公園法・市条例に基づ

き建設局みどり政策推進室が判断する。主催者に

は、テント、電源、折りたたみ机を貸し出し、そ

の他備品はそれぞれが必要に応じて持ち寄り、設

営する。設備費用、維持管理・運営費用として概

算費用は 1公園あたり 40万円を計上する。 

 
図１ Our Better Park Project 概要 

3.3 イベントの管理・運営 

効果的かつ持続的なイベント開催・運営を行う

ために、コンソーシアム京都が各大学のゼミナー

ル（以下ゼミ）と建設局みどり政策推進室を結び

付け、月毎のイベント運営を委託する。コンソー

シアム京都のホームページ内にて、ゼミ向けの応

募フォームを設ける。募集条件として、検証と改

善を通じて活動の質を高めるため、最低二回の参

加を義務付ける。ゼミに委託することの双方のメ

リットとして、ゼミ側が実践の場を確保できると

共に、自治体側も人材の確保、持続可能性、信頼

性の担保することができる。この政策の初期段階

ではゼミが主導となって出展を行い、参加した地

域住民を参加者から主催側へと巻き込み、運営を

サポートしていく。 

3.4 意見収集方法 

意見収集方法としてゼミは、イベント中の意見

の収集だけでなく、イベント終了時に出展者と参

加者を交えた意見交換会を行う。また、個人の意

見は設置されている QR コードから集める。これ

らの情報を基にゼミ内で考察し、レポートを自治

体に提出する。 

4. 期待される効果 

公園を入り口として地域社会に参画することで、 

Our Better Park Project を中心としたコミュニ

ティが形成されることが考えられる。このゼミに

より、収集した意見から市民の関心やニーズを反

映した公園の新たな活用方法やイベントの在り方

を官民ともに把握することができる。そして、そ

れを自治体に提出することで、自治体が PU の提

案主体となるきっかけを作ることができ、PUの活

性化が期待できる。 

5. 今後の展望 

開催される多様なイベントは、ダラスの事例の

ように公園に対する認識に疑問を投げかけ、市民

の公園への意識に変化を起こすことができると考

える。この政策が PUに繋がれば、地域のコミュニ

ティはさらに強固なものとなり、公園の活用法に

ついての意見収集だけでなく、多様な意見を収集

できるだろう。また市民の表現の場、文化的交流

の場、個人が公共的な議論や、意見交換を行うた

めの場としての、機能の再生を促す可能性を示唆

している。 
参考文献 

(1) Better Block | Dallas https://www.better

block.org/ (2025)(2025年 10月 21日参照) 

(2) 京都市 HP 「Park-UP 事業～地域主体の公園

の管理運営」https://www.city.kyoto.lg.jp/kenset

u/page/0000323881.html （2025）(2025 年 10 月 21

日参照) 

(3) 横田榮一(2019)『ハーバーマスとホネットを

超えて』梓出版社(362―369) 

(4) エリック・クリネンバーグ(2021 年)『集まる

場所が必要だ 孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた

場」の社会学』英治出版株式会社(195―200) 
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西浦中央公園の可能性調査 
 

                 服部圭郎ゼミナール 

○亀井 翔次茉（Kamei Katsuma）・上之原 さくら(Uenohara Sakura)・大野 陽洋

(Ono Haruumi)・大橋 花歩(Ohashi Kaho)・大橋 和奏（Ohashi Wakana）・柏原 典

陀（Kashihara Tenda）・片山 拓海（Katayama Takumi）・木村 梨純（Kimura 

Rizumu）・松舎 大樹（Shosha Taiki）・須藤 聖（Sudou Sei）・西崎 颯一郎

（Nishizaki Souichiro）・林 咲希（Hayashi Satsuki）・古川 怜奈（Furukawa 

Reina）・松田 佑香（Matsuda Yuka）・吉森 涼（Yoshimori Suzu） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：まちづくり、市民参加、プレイスメイキング 
 

１.研究目的 

図１ 西浦中央公園 

           

 京都市伏見区に西浦町という町がある。西浦町

は戦後、軍用地と転用して計画的に開発された住

宅地である。そして、町内に五つの公園を配置し

た。これら五つの公園のうち、四つは町内会が管

理しているが、中央に位置する西浦中央公園はあ

まり管轄されておらず利用者も少ない。 

 そこで私たちは西浦中央公園をもう一度活性化

させるために調査を行い、その可能性を検討し

た。 

まず私たちは研究対象である西浦中央公園に実

際に訪れ調査した。西浦中央公園は桜の木やイチ

ョウの木などが植えられており、自然豊かな公園

で一見問題なさそうに感じた。しかし注意して観

察をすると、虫が多く、整備されていない遊具が

目立った。また、段差が多い点、木が覆っている

ため光が入りづらい点、トイレが不衛生な点など

管理されていない点が目立つと感じた。地域の人

に聞き込みをしても公園としての利用には適して

いないという声が上がっていた。 

 

そこで地域の人から評判が良かった北鍵屋公園

に訪れ、比較することで、3つの大きな原因が分

かった。一つ目に遊具などの設備が古く整ってい

ない。二つ目に安全に遊べる広い平地がない。三

つ目に地域交流にも必要なベンチやトイレなどの

管理がされていない、という点だ。 

公園自体は西浦地区の中心に位置しているた

め、住民同士の交流が見込める場所だと考える。

そこで西浦地区の研究を行い、西浦中央公園につ

いての可能性を提案する。 

 
２.研究方法 

             

図２ 研究手法 
 

研究対象である西浦中央公園の課題を明らかに

するために現地調査を行い、公園の利用状況や設

備環境について観察し、問題点をまとめた。そし

て、地域住民への聞き取り調査を行い、公園に対

する意見や改善点について意見を収集し、私たち

の考えた課題と、地域の方から見た課題の両方か

ら分析を行った。 

次に、他の公園との比較を行うために、北鍵屋

公園にも同様に現地調査を行った。その際、実際

に公園を利用していた小学生とも交流し、利用者

の目線となって課題を明確化させた。 

その結果をもとに、両公園の比較と分析を行

い、改善に向けての考察と提案をまとめた。 

 

3.結果 

3-1 私たちが感じたこと 

私たちは中央公園について、住民の憩いの場と

しても子供の遊び場としても十分に機能していな

いという印象を持った。まず、ベンチやトイレの

清掃が行き届かず、衛生面に大きな問題がある。

トイレは外から丸見えで利用しづらく、ベンチも

汚れているため、長時間過ごしたいとは思えな

い。虫の多さや雑草の放置も目立ち、景観的にも

快適とは言い難い。さらに、コンクリートのひび

割れや段差の多さが安全面で不安を感じさせ、全

西浦中央

公園に現

地調査と

地域の人

に聞き込

み 

課題の把

握、分析 

北鍵屋公

園に現地

調査、比較 

考察、政策

立案 
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体的に閉鎖的で殺風景な印象を受けた。 

一方で、子供の遊び場としても遊具が古く少な

いうえ、滑り台なども滑りにくく、遊びの幅が極

めて限られている。平地や広場も整備されておら

ず、ボール遊びや走り回ることも難しい。このよ

うな要素が地域の中心にあるにもかかわらず、利

用者が定着しない現状を招いていると言える。  

 

3-2 ほかの公園との比較 

続いて、西浦中央公園とその他の公園を比較し

た結果を述べる。その他の公園の例として、西浦

町の隣町である北鍵屋町にある北鍵屋公園や、同

じ西浦町にある砂川西公園などがある。北鍵屋公

園は、見通しがよく広いグラウンドがあり、遊具

とグラウンドがはっきりと分かれている。そして、

公園内には室内スペースがあり、公園に遊びに来

た人たちが休憩できる場所として使われている。 

       

また、その公園の一部として広い駐車場と新し

く設備の整ったセブンイレブンがあり、トイレは

誰でも利用可能である。砂川西公園では近くに住

んでいる地域住民への聞き込みの調査において、

「子どもが走り回れるグラウンドがある」、「遊具

がおもしろい」などの声があった。 

 

3-3 インタビュー結果 

続いて、私たちは西浦中央公園の周辺にあるい

くつかの事業者を対象にインタビュー調査を行っ

た。現在は管理が行き届いておらず閑散とした雰

囲気となっているが、調査の結果、約 10年前ま

では活気があり、西浦中央公園が地域住民にとっ

て重要な場所であったことがわかった。具体的 

には、餅つき大会やお祭り、子ども神輿などのイ

ベントが月 1回ほどのペースで開催されており、

また雑草の駆除や清掃活動なども行われていたた

め、子どもたちは日常的に遊ぶことができ、近隣

住民にとっても憩いの場であったという。一方

で、現在の西浦中央公園についての印象につい

ては「雑草や木が多く、手入れが行き届いてい

ない」との声が多く、こうした点が現状につな

がっている背景と考えられる。 

そのほかにも「地面に凹凸が多い」「道が区

切られていて広場が少ない」といった意見が聞

かれた。 

これらの意見から、現在の西浦中央公園の

状況には、環境整備の不足に加えて、運営体制

や地域社会の変化といった複合的な要因が関係

していることが示された。 

 

４.考察 

近隣住民への聞き取り調査から判明した西浦中

央公園の長所として「トイレがある」、「町の中心

部にあるため訪れやすい」、「コロナウイルス流行

前は様々なイベントを行っていた」という点が挙

げられる。 

他にも、｢子どもがいないため、関わることがな

い｣｢綺麗に整備することで人が集まる公園になる

と思う｣｢地域の人が参加できるイベントがあれば

良い｣「近くに龍谷大学があるという強みを活かし、

学生と協力すれば良いのではないか」といった声

もあった。 

以上の結果から、私たちは西浦中央公園の主な

課題点は、雑草や虫が多く長時間の滞在を妨げら

れる点、公園を管理する主体が定かではない点の

二点であると結論づけた。 

これらを踏まえ、判明した課題を解決するため

に私たちは学生によるボランティアを募り、清掃

活動に加え地域の人々が参加可能なイベントを実

施すべきであると考察した。 

京都市では地域コミュニティの活性化や、地域

課題の解決、価値向上に貢献するために Park-Up

事業を展開している。先述の北鍵屋公園はこの事

業を活用した初めての事例である。 

この Park-Up事業では取組に参加する提案主体

及びサポート団体を募集している。 

そこで私たちは近隣の大学から提案主体を募集

し、Park-Up事業に参加することを提案する。 

また、Park-Up 事業においては公園運営委員会

を立ち上げるための支援策である｢Start-UP チャ

レンジ｣が存在している。「Start-UP チャレンジ」

は公園運営委員会設立に先立ち社会実験としてイ

ベントが開催できるものであり、サポート団体の

支援を受けることも可能であるため、公園の新し

い姿を想像しやすくなるメリットがある。 

様々なボランティア活動を行っている龍谷大学

や京都教育大学において、地域独自の利用ルール

を定め、自分たちがしたいと思ったことを実現で

きる機会を利用したいと考える学生も少なくない

はずだ。実際、北鍵屋公園では龍谷大学の｢むすび

と、｣が公園運営に関わっている。 

したがって、私たちは Park-Up 事業を利用し、

龍谷大学などの大学生や近隣住民から提案主体と

なる人材を募集し、環境整備やイベントを行うこ

とで西浦中央公園の活性化が可能になると考察す

る。 

近くに大学があるという強みと京都市の事業を

利用することで、西浦中央公園の活性化が望める

と考える。 
 

参考文献． 

(1) 鈴木文彦(2023)：公民連携 パークアップマ

ネジメント 学芸出版社 
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地域における高齢者にとってのサードプレイスの

あり方に関する提言 
 

 

福知山公立大学 木村ゼミ B 班 

○佐藤 寧来（Shizuku SATO）・伊藤 海翔（Kaito ITO）・ 

岡田 愛美（Manami OKADA ）・奥村 理子（Riko OKUMURA） 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 

キーワード：サードプレイス、孤独、指定管理者制度 

 

1. はじめに 

日本の 65歳以上の高齢者は 2020年時点で 3500

万人を上回っており、高齢化率は 28.4％である。

国立社会保障・人口問題研究所（2020）によると、

737万人が単独の高齢者であり、2050年には 1083

万人にまで増加すると推測されている。特に地方

では、交通手段の不足や地域コミュニティの希薄

化により、他者との関わる機会が損なわれ、高齢

者の孤独が進んでいることが報告されている。さ

らに、相田ら（2014）は、地域のつながりの不足

が認知機能の低下の原因の一つであると報告して

おり、高齢者の孤独は社会課題となっている。 

京都府福知山市においても例外ではなく、高齢

化率は 29.3％であり、全国平均を大きく上回って

いる。特に福知山市の六人部地域は中山間地域に

位置し、高齢化率が 38.9％に達しており、過疎化

と高齢化が顕著に進行している。そのため、六人

部地域においても高齢者の孤独は深刻な社会課題

となっている。 

このような課題に対して、地域社会全体で人と

人をつなぐ仕組みを再構築することが必要である。

その鍵となるのが、Oldenburg（1989）が提唱した

「サードプレイス」である。サードプレイスは、

誰もが中立的に受け入れられ、自由に交流できる

空間であり、信頼やつながりを育む機能を持つ。

たとえば、公民館や地域サロン、カフェなどがサ

ードプレイスの役割を果たすことが期待されてい

るが、高齢化が進行する中、その持続性や参加者

の固定化といった課題も存在する。 

そこで、本研究は、地域における高齢者のサー

ドプレイスの現状と課題を明らかにし、高齢者の

孤独といった社会課題の解決に向けて、サードプ

レイスのあり方について提言する。 

2. 調査内容 

2.1 概要 

 本研究では、福知山市内でも顕著に高齢化率の

高い六人部地域を調査対象に設定した。六人部地

域公民会が開催された「六人部おしゃべり広場ミ

ライトーク」参加者 26 名を対象に質問紙調査を

実施し、参加の動機や利用状況、参加の頻度、満

足度などについて尋ねた。また、六人部地域公民

館の館長・副館長・主事へのインタビュー調査を

行い、公民館運営の実態や課題、住民参加状況、

行政との連携体制について聴取した。 

2.2 調査結果 

質問紙調査の結果から、「気軽に話せる」「健康

を保てる」「役割を持てる」場が求められているこ

とが確認された。 

 
図１ 地域公民館に求める役割（複数回答あり） 

（筆者ら作成） 

 

また、現在地域に存在する集いの場として

「公民館」「地域サロン」「地域づくり協議会」

が認識されていることを確認された。 

 
図 2 地域のサードプレイス（複数回答あり） 

（筆者ら作成） 
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質問紙調査の結果を踏まえて、地域公民館を運

営する館長等にインタビュー調査を行った。その

結果、以下のような知見が得られた。 

定期的な活動を実施しているものの、主導する

住民が限られている。そのため、活動の継続が難

しく、活動の縮小傾向にある。また公民館の施設

を利用するには、申請書の提出や使用料の支払い

が必要であり、目的がないと気軽に訪れることが

難しい場になっている。 

3. 考察 

 本調査結果から、住民は気軽に集まり、話せる

場を求めている一方で、地域公民館の利用ルール

が硬直化しており、制度的ハードルがある。つま

り高齢者が気軽に立ち寄れない制度上の課題が存

在することが明らかになった。 

現状の地域公民館は、行政財産に位置づけられ、

社会教育施設として行政目的で使われることが条

例で規定されている。そのため、制度上、住民の

気軽な利用が制限される構造になっているといえ

る。地域の自律性や参加型のまちづくりを推進す

る視点から考えると、地域公民館を自治会やまち

づくり協議会が管理することで、地域の実情に即

したルールづくりが可能になる。 

公民館を行政財産から地区財産に移管すること

で、地域諸団体が主体となり地域公民館をサード

プレイスとして運営させ、気軽に集える場を創出

できる。一方で、地域公民館を地区財産に移管す

るリスクも考える必要がある。高齢化が進む地域

では、地域諸団体の担う人材も不足しており、公

民館の運営が困難になる。そのため、地域公民館

を行政財産から地区財産に移管するためには、そ

の運営主体の状況も加味しなければならない。 

4. 政策提言 

 上述を踏まえて、本研究では高齢者のサードプ

レイスのあり方として、指定管理者制度の導入に

よるハイブリッド型公民館運営を提案する。指定

管理者制度を導入により、行政財産の管理運営を

地域諸団体が担うことができ、利用料金制を活用

することで、柔軟な料金設定を可能にできる。 

 六人部地域の公民館は、主導する住民が限られ

ているため活動が縮小傾向にあり、利用には申請

や使用料が必要であるなど、制度的なハードルが

残っている。その結果、「地域社会全体で人と人を

つなぐ仕組みを再構築すること」としてのサード

プレイスの機能が十分に発揮されていない。 

 このような現状を踏まえると、地域の自主性を

尊重しつつ、行政が制度面・財政面で支援する「ハ

イブリッド型運営」への転換が求められる。その

仕組みにより、申請手続きや使用料の設定といっ

た問題が解決され、指定管理者が利用料金制のも

とで、運営方法や料金体系を柔軟に設定できるよ

うになる。その結果、住民が気軽に集まり、話せ

る場の創出を期待することができる。従来のよう

に行政が一方的に管理する形でもなく、また地域

だけに運営責任を負わせる形でもない。両者が役

割を分担し、相互に支え合うことで、地域特性を

生かした柔軟な運営と、継続的な活動基盤の確保

を両立させることができる。このような体制によ

り、地域住民の主体性を損なうことなく、運営の

安定性と公共性を両立させることができる。 

 指定管理者制度を導入することで、公民館の管

理主体を地域と市が協働で担うことが可能になり、

住民の負担軽減と運営の持続性を両立できる。 

 これらの実現により地域住民がつながりを育む

ことができ、こうした仕組みにより、高齢者の孤

独といった社会課題の解決に向かうことが期待さ

れる。 

5. おわりに 

 本研究では、福知山市六人部地域における高齢

者の孤独という課題に対し、地域におけるサード

プレイスの役割に着目し、アンケート調査とイン

タビュー調査を通じて現状と課題を明らかにし

た。調査の結果、地域公民館が住民にとって重要

な交流の場として認識されている一方で、制度的

な制約や人材不足により、自由に利用しづらくな

っている実態が浮かび上がった。これらの課題に

対して、指定管理者制度の導入による運営体制の

見直しを提案することで、地域の自主性を尊重し

ながらも、行政の支援を受けた持続可能な運営が

可能となる。これにより、住民が気軽に集まり、

交流できる環境が整い、高齢者が他者と関わる機

会を得ることで、孤独の軽減につながることが期

待される。 
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大学生と地域団体における対等な関係構築 
‐主体性と民主性の側面からの検討‐ 

 

龍谷大学心理学部滋野研究室 

○森 彩花（Ayaka MORI）（龍谷大学心理学部心理学科）・ 

越岡 滉周（Akito KOSHIOKA）（龍谷大学文学部歴史学科） 

キーワード：ラポール形成、やりがい搾取、対話 

 

Ⅰ. 目的 

1.1 問題の背景 

近年、日本では大学と地域の協働を促進する取

り組みが進められている。文部科学省は「地域連

携プラットフォーム」の構築支援を実施している。

京都市でも「学まちコラボ事業」により、学生と

地域の協働を後押ししている。 

その中で、「大学生と地域団体の協働」の現場に

おいては、両者の関係が必ずしも「対等」である

とは限らない。例えば、学生の立場からは、無償

の労働力として位置づけられる場面などが見られ

る。また、地域団体の立場からは、大学生の関わ

りの深さに差異がある場面などが指摘されており
(1)、ラポール形成や持続的な協働体制を築くこと

の難しさが見られる。 

 

1.2 本研究の目的 

本研究では、大学生と地域団体が「対等な関係」

をどのように構築できるかを「主体性」と「民主

性」の側面から明らかにすることを目的とする。 

調査結果を基に、両者が「対等な関係」で持

続的に協働するために必要な要素を検討する。 

 

Ⅱ. 仮説 

仮説を立てるにあたって、両角達平（2021）が

『若者から始まる民主主義』において提示した「主

体性」と「民主性」の 2軸による「民主主義」の

概念を参照する(2)。両角は、日本の教育や若者支

援では「民主主義」の視点が十分に意識されてい

ないと指摘し、スウェーデンの若者政策では民主

主義が社会の基盤として浸透していると述べてい

る。 

 

2.1「対等な関係」の定義 

本研究では、大学生と地域団体が「主体性」と

「民主性」を両立している状態を「対等な関係」

と定義する。 

「主体性」とは、自ら考え意思決定し行動に移

そうとする姿勢を指す。一方、「民主性」とは、相

手の意見を尊重し、対話的に意思決定の過程を共

有しようとする姿勢を指す。 

 大学生と地域団体の協働を、持続的かつ対等に

構築するためには、どちらか一方の努力ではなく、

両者がともに「主体性」と「民主性」を発揮して

いる状態が求められると仮定する。 

 

2.2「主体性」×「民主性」による関係類型 

大学生と地域団体の協働関係を構造的に把握す

るため、両角（2021）を参考に、「主体性」と「民

主性」の高低を二軸としたマトリクスを作成し、

その関係を 4類型に整理した（図 1）。 

 
（図 1）主体性×民主性による関係類型 

 

2.3大学生と地域団体の協働モデル 

大学生と地域団体が、相互に「主体性」と「民

主性」を発揮しながら協働するためのモデルを作

成した（図 2）。 

（図 2）大学生と地域団体の協働モデル 
 

本研究では、この二つ（図 1・図 2）を理論的枠

組みの仮説として設定し、次章以降のヒアリング

調査に基づき、大学生と地域団体の持続的かつ対

等な協働関係を構築する要素を検討する。 

 

Ⅲ. 方法 

3.1調査方法 

大学生と地域団体の協働における「主体性」と

「民主性」の両立過程を明らかにするために、半

構造化ヒアリングを実施した。 
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 ヒアリングでは、共通の質問項目を設定しつつ、

各団体の特徴や発言内容に応じて柔軟に追加質問

を行った。質問項目の詳細は、（表 1）に示した。 
（表 1）ヒアリング質問項目

 
 

3.2調査対象 

調査対象は、京都市内で継続的に大学生と協働

して取り組みを実施している事例のうち、活動内

容や組織形態の異なる 2団体を選定し、団体の代

表者にヒアリングを実施した。 

調査協力者 2名を（表 2）に示した。 
（表 2）調査協力者 

 
 

3.3分析方法 

ヒアリング内容の録音データを逐語化し、事例

分析を行った。具体的には、逐語内容をコーディ

ングし、2 つの事例を比較することで、両事例間

の共通点と相違点を整理した。 

 そして、抽出された要素を仮説モデル（図 1・

図 2）に照らし、大学生と地域団体の「対等な

関係」の構築に必要な事項を検討した。 

 なお、研究目的および録音データの取り扱い方

法について調査協力者には事前に説明し、同意を

得ている。 

 

Ⅳ. 結果 

ヒアリング調査のコーディング分析結果を(表

3)に示す。これは、両事例のヒアリング内容を共

通点から 8つのコードに分類したものである。 
（表 3）コーディング分析結果 

 
 

 

Ⅴ. 考察 

5.1主体性と民主性の促進から見る両事例の違い 

(表 3)の結果から、両事例は、「主体性」や「民

主性」を促す言動を、意識的または無意識的に実

践していた。（表 4） 
（表 4）主体性と民主性の促進実践 

 
 

両事例は、（図 1）上ではいずれも「対等な関係」

領域に位置づけられるが、(表 4)から、その実現

プロセスには違いがあると考えられる。 

事例 1は、協働を支える仕組みの整備を重視し

た「構造的モデル」といえる。制度的枠組みや

役割分担を通じて関係の持続を図る特徴がある。 

一方、事例 2は、関係性そのものの質に焦点を

当てた「有機的モデル」といえる。密な関係を

通した相互理解と信頼を重視する特徴がある。 
 

5.2「対等な関係」構築に必要な要素 

(表 3)の結果から、大学生と地域団体それぞれ

に、「対等な関係」の構築に必要な要素があると考

えられる。これを「主体性」と「民主性」の側面

から整理すると、特に意識形成や行動特性におけ

る必要な要素がそれぞれ明らかとなった（図 3)。 

 

 
（図 3）「対等な関係」構築に必要な要素 

 

Ⅵ.今後の展望 

 本研究では、「対等な関係」構築に必要な要素

を検討したが、これらの要素を備えるためには、

個々の主体の意識や努力だけでなく、それを支え

る環境的・制度的条件や、協働への動機付けの仕

組みが重要であると考えられる。今後、こうした

条件を明らかにすることが、より現実的で持続可

能な協働モデルの構築につながると考えられる。 
 

【参考文献】 

(1) 湯浅孝康（2013）:地域活動の担い手の意識と地域コ

ミュニティの活性化、同志社政策科学研究、第 15巻、

pp.163-175 

(2) 両角達平(2021）：若者からはじまる民主主義 スウェ

ーデンの若者政策、萌文社、pp.183-189． 
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空き店舗を活かした商店街創生プロジェクト 
‐地域コミュニティと経済的自立の両立に向けて‐ 

 

立命☆加藤ゼミ☆ 

○本田 香奈（HONDA Kana）・十河 りら（TOGO Rira）・中村 友香（NAKAMURA 

Tomoka）・瀬口康葉（SEGUCHI Yasuha）・井上天翔（INOUE Hikaru）・深見俊介（FUKAMI 

Shunsuke） 

（立命館大学産業社会学部現代社会学科 3 回生） 

キーワード：商店街、地域コミュニティ、空き店舗 

 

1. はじめに 

商店街は、元来、中小小売商業者・サービス業

者が多数集積しており、様々な商品やサービスを

販売・提供する「商いの場」である一方、地域の

人々が交流する「公共の場」としての役割も果た

している（中小企業庁，2009）。すなわち「消費の

空間」として経済的機能を持つ商店街は、地域住

民が日常的に交流し、「地域コミュニティ」として

機能してきた。しかし近年、少子高齢化や核家族

化、消費行動の多様化、大規模小売店舗法改正な

どを背景に、商店街の衰退が進んでいる。令和三

年度の全国商店街実態調査によると、全国で空き

店舗率が 10％を超える商店街は全体の 40％に達

した（中小企業庁，2023）。商店街の衰退により、

これまで存在していた「経済的自立」と「地域コ

ミュニティ」の 2つの機能が失われてきている。 

本研究は、京都市東山区の古川町商店街を事例

に、その運営の中核を担う白川まちづくり会社と、

京都府商店街創生センターへの聞き取り調査を実

施し、商店街が抱える課題と行政による支援の現

状を確認する。そして、地域コミュニティと経済

的自立を両立した持続可能な商店街を目指す、 

「空き店舗活用プロジェクト」を提言する。 

 

2. これから目指すべき商店街 

商店街は人々が歩いてめぐり、対面で交流する

「消費の場」であると同時に人々が日常的に顔を

合わせ、つながりを確認しあう「地域コミュニテ

ィの場」でもある（広井，2024）。人々の地域的つ

ながりが希薄化する現代社会において、商店街が

果たす社会的役割を今一度見つめ直す必要がある。 

しかし、地域住民が集う場所として機能し続け

るためには、一定の経済的自立が前提となる。商

業活動が継続的に行われることで、日常的な人の

流れが生まれ、地域内での交流や信頼関係が育ま

れることが明らかになっている（広井，2024）。経

済的活力は地域コミュニティの土台であり、地域

とのつながりが商店街の顧客基盤や魅力を高める。 

商店街の再生において「経済的自立」と「地域

コミュニティ」の相互作用の循環が、地域に根差

した「持続可能な商店街」への鍵になると考える。 

3. モデルとしての古川町商店街：特徴と課題 

古川町商店街は京都市東山区に位置し、三条通

から古川町通へ続く商店街であり、白川まちづく

り会社と商店街組合が地域づくりに貢献している。 

 本章では、現地調査と白川まちづくり会社への

聞き取りを通じてその特徴と課題を整理する。 

3.1 古川町商店街での現地調査 

2025 年 9 月 25 日の 14 時頃に現地観察を行っ

た。特徴として、周囲に歴史的建造物や白川の風

情が残る景観を有しており、商店街には地域住民

の居場所となる中小小売店や飲食店がある点が挙

げられる。また特に、以下の二点が確認できた。 

第一に、外部の人々を集客するイベントや、地

域住民へのプログラムなど、商店街活性化への取

り組みを行っていること。第二に、商店街内の 41

店舗が営業しているが、並んでいる建物のいくつ

かが空き店舗となっていることが確認できた。 

3.2 古川町商店街の運営体制 

白川まちづくり会社は、2014年、京都府が行っ

た商店街重点取組活性化事業を契機として、2017

年に設立された。行政・商店街・地域住民をつな

ぐハブとして機能しており、観光創生事業や白川

ライフアカデミアなど地域交流事業を行っている。 

2025 年 10 月 9 日、白川まちづくり会社職員へ

の聞き取りの結果、同会社は商店街組合と密接な

関係を作り上げ、地域づくりの主軸を担っている

点で特徴があることが分かった。また、補助金申

請やヒアリングを通じて、行政と連携体制が確立

しており、他にも、特に以下の三点が確認できた。 

①広域型イベントと地域住民向けのプログラム

の二軸が両立している。②空き店舗は空き家では

なく、所有者が移住している場合もあり、活用の

調整が難しい。③空き店舗の増加に懸念がある一

方、具体的なアプローチの目処が立っていない。 

3.3 まとめ 

 以上より、古川町商店街は白川まちづくり会社

が行政・商店街・地域住民をつなぐ中核的役割を

担うことで「経済的自立」と「地域コミュニティ」

の両立がされている商店街であることが明らかと

なった。つまり、収益を生む経済基盤が地域コミ

ュニティ形成を支える構造となっている。 
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一方で、空き店舗へのアプローチには課題が残

っている。このような現状を踏まえ、次章では商

店街支援を行う商店街創生センターへの聞き取り

を通じ、行政支援の現状と課題を明らかにする。 

 

4. 商店街創生センター：特徴と課題 

商店街創生センターは、2015年に設立された商

店街支援を専門とする官民一体の組織である。商

店街の自立的運営を支援し、地域の特性を活かす

伴走支援を行っている。商店街に特化した部署を

設立・運営しているのは全国で京都府のみである。 

4.1商店街創生センターの施策と現状 

2025 年 10 月 14 日、職員 2 名への聞き取りか

ら、以下のことを確認した。①補助金申請支援や

現地訪問、ヒアリングなど、積極的支援を行って

いるが、商店街側に主体性がなければ成果が出に

くい。②信頼関係の構築が支援の前提であり、画

一的手法では地域の特性に対応できない。③商業

的成功を前提とし、地域コミュニティ再生を進め

る必要がある。④特に、空き店舗への対策が発展

途上であり、支援が十分に行き届いていない。 

4.2 まとめ 

同センターの活動は、経済的自立と地域コミュ

ニティ再生の両輪を意識したものであると評価で

きる。一方、聞き取り調査で明らかになったよう

に行政主導ではなく、地域主体での協働を基盤と

した支援制度の構築が必須であり、空き店舗への

踏み込んだアプローチが求められると考察する。 

 

5. 政策提言 

 以上の調査を踏まえ、空き店舗に関する対策が

十分でないことが明らかとなった。本研究では、

空き店舗を活用した段階的出店制度を軸に、地域

コミュニティと経済的自立の両立を図る「商店街

創生プロジェクト」を提言する。 

 第一に、商店街の空き店舗の現状を正確に把握

するため、商店街創生センターが中心となり各商

店街へのアンケート調査を実施する。空き店舗の

所在地・所有者・建物状態・利用意向などを整理

したデータを基に、Web上で「空き店舗マップ」

を作成する。これにより、出店希望者は物件情報

を容易に検索でき、出店までの過程を円滑に行う

ことができる。そして、商店街に新たな経済活動

を呼び込み、経済的自立の基盤形成につながる。

また、地域コミュニティへの貢献を条件とし、地

域行事や交流活動に積極的に関与する出店者を対

象に募集を行う。さらに、SNSや掲示板を活用し

た幅広い周知を図る。応募後は、同センターの仲

介による面談を通じた商店街と出店希望者の意向

の擦り合わせを行い、信頼関係構築を促進する。 

 第二に、空き店舗の活用を二段階で進める「段

階的出店制度」を導入する。第 1段階では、複数

の事業者が空き店舗を共有し運営する「シェア店

舗」を設置する。初期費用を抑えられるため、若

者や新規事業者が気軽に参入しやすい環境を整

え、経済の活性化を促す。また、段階を踏むこと

で、商店街とのミスマッチを防ぐだけでなく、コ

ミュニティの土台をつくる。第 2段階では、経営

が安定した出店者が常設出店に移行し、商店街と

地域への長期的な定着を図る。この仕組みによ

り、出店者側はリスクを抑え、事業を開始でき、

商店街側は持続的な賑わいの創出につながる。 

 さらに、空き店舗利用料の一部を商店街活動費

に還元し、地域イベントや景観整備に充て、経済

活動が地域コミュニティの活性につながる循環型

の仕組みを形成する。よって、空き店舗が減り、

経済活動の拠点になると同時につながりを生む場

として再生され、持続的な商店街に発展すると考

える。加えて、行政が継続的に見守り、支援する

ことで地域との協働的関係の構築を円滑にする。 

図 1「商店街創生プロジェクト」の流れ 

 
6. おわりに 

本提言の期待される効果として、商店街の経済

的自立を促進するだけでなく、地域コミュニティ

の活性化にも寄与することが挙げられる。また、

空き店舗の有効活用により、地域の新たな担い手

の創出にもつながる。結果として、商店街が単な

る商業空間ではなく、「人が集い、関係が生まれ、

経済が回る」地域社会の拠点になることが期待さ

れる。つまり、経済的自立と地域コミュニティの

両立は「持続可能な商店街」の姿であり、本研究

が目指す姿である。 

今後の展望として、本提言を政策として運用す

る際、商店街ごとの特性を考慮する必要がある。

また、空き店舗整備への支援や出店後の定着支援、

地域住民を巻き込む仕組みをどのように設置する

かも重要な課題である。そして、商店街創生セン

ターを中心に、行政・事業者・地域が協働しなが

ら、持続可能な商店街モデルの構築が求められる。 

 
参考文献 

（1）広井良典（2024）：商店街の復権、ちくま新書 

（2）中小企業庁（2009）：商店街活性化事業の促進に関す

る基本方針 

（3）中小企業庁（2023）：令和 3年度商店街実態調査 
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共育手帳を用いた育児意識改革 
‐夫婦のすれ違いを超えて共に育児を楽しめる未来へ‐ 
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キーワード：家族、育児、コミュニケーション 

 

1. はじめに 

 現在も育児は母親が担うことが多く、日常生活

の中でも「母と父が等しく育児をする」という視

点が欠けているのが現状である。そのため、父親

の育児参加を促すための仕組みづくりや、意識改

革に向けた対応が求められている。本稿では、こ

のような育児におけるジェンダーギャップを解消

するための新たな制度の導入を提案する。 

 

2. 現状分析 

 近年、日本では性別役割意識が徐々に薄れつつ

ある。私たちは、関西の 8つの役所（神戸市、淡

路市、京都市、和束町、奈良市、御所市、大阪

市、千早赤阪村）の男女共同参画関連部署を対象

に、育児のジェンダーギャップに関するフィール

ド調査を実施した。その結果、「男が働き、女は

家を守る」という意識に反対する人は、京都市で

は男女ともに約 50％、それ以外の自治体では約

70％にのぼり、地域による差は見られたものの、

男女ともに性別役割意識が少しずつ変化している

ことが明らかとなった。一方で、実際の育児時間

には依然として大きな差がある。総務省の「社会

生活基本調査」（2021 年）によれば、妻の育児

時間は夫の 3.6 倍である事がわかる。新田・桂田

（2021）は、夫婦間で育児における価値観のすれ

違いから「育児ストレス」や「夫婦関係の不和」

が生じることを発見している。このように、表面

的には意識の変化が進んでいるものの、実際の行

動や社会制度はまだ追いついていないのが現状で

ある。したがって、今後は「男性の育児参加率を

いかに高めるか」「意識の変化をいかに行動に繋

げるか」が重要な課題となる。 

このような課題を解決する一つの手段として母

子手帳に着目し、京都市の女性内科医（男性）と

産婦人科の看護師（女性）に、母子手帳の制度に

ついてインタビューを行った。女性内科医は、手

帳を通して夫婦で共に育児を楽しむ意識の普及・

育児に対する価値観のすり合わせが必要と答え

た。看護師は、手帳のデジタル化・簡素化・男性

の母子手帳に対する抵抗感の軽減が必要と答え

た。さらに、厚生労働省の調査によると、「父親

について記載する欄がほしい」といった声も多か

った（厚生労働省 2021）。このことから、私た

ちは母子手帳を参考にした新しい手帳を設計し、

記入内容の簡素化や父親欄の新設、デジタル化な

どを取り入れた「共育手帳」の導入を提案する。 

 

3. 政策提言 

 「共育手帳」は、夫婦が共に育児を楽しむため

のものであり、これを使用することで夫婦間での

話し合いの場が増え、すれ違いを減らすことがで

きる。 

 

 3−1. 共育手帳の概要 

 私たちは、女性内科医のインタビューから共育

手帳を通じて「楽しい話し合い、楽しい育児」の

実現を目指す。 

はじめに共育手帳の基本情報を説明する。前提

として、母子手帳と違い、共育手帳は夫婦二人が

記入して完成する。記載する内容としては、夫婦

が一緒に完成させる質問、夫婦が自分自身のこと

を回答する質問、夫婦から見た子供の様子に関す

る質問などである。また、質問には心理テストの

ような形式を用いて、楽しい話し合いを目指す。 

 次に導入する目的についてである。夫婦間で

は、価値観の違いについて話し合う機会が乏し

く、その結果、育児に関するすれ違いが放置さ

れ、関係性の悪化や育児の負担感につながること

がある。そこで、共育手帳は、こうしたすれ違い

を解消し、互いの意見を尊重しながら協力するた

めのきっかけとなり、育児に対する満足感の向上

につながる。結果として、育児そのものを楽しめ

るようになることが期待される。 
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 そして共育手帳の機能と効果について述べる。

共育手帳の機能と効果は、大きく分けて４つあ

る。1つ目は、夫婦の対話を増やすきっかけを作

る。育児においては、当事者である夫婦が多忙の

中で、相互理解が不足し、すれ違いが生じやす

い。こうした状況下において、共育手帳を活用し

お互いの価値観を気軽に話し合える場が増えるこ

とで、共に楽しく育児に向き合うことができる。

２つ目は、家族の思い出を記録・共有できる。共

育手帳では、定期的な健診ごとに写真を撮ること

が推奨されており、その記録が蓄積されること

で、家族の成長を振り返ることのできるアルバム

のような役割も果たす。また、健診の際にパート

ナーが同行する理由にもなり、育児を一緒に体験

する機会が増える。3つ目は、夫婦が共に子供に

ついて考える機会を増やす。仕事と育児の両立の

難しさの観点から、父親が子供の成長や日々の変

化に十分関われず、疎外感を覚えるケースも少な

くない。その際に、共育手帳がアルバムとして機

能することで、育児を「夫婦で取り組むもの」と

いう意識が高まる。また、父親も育児に関与して

いる実感が増し、疎外感をより減らすことができ

る。４つ目は、母親のメンタルサポートができ

る。近年、産後うつやマタニティーブルーに対す

る認識は広がってきているが、未だにこうした症

状に苦しんでいる人は多いのが現状である。その

中で、パートナーが母親自身に向き合うことが心

の支えとなり、精神障害の予防につながる。 

 最後に、今後期待される展望について述べる。

共育手帳の取り組みにより、男性の育児参加率の

上昇が見込まれる。子育てを楽しむ男性が増える

ことで、育児への参加が男性にとっても当たり前

の社会の実現が期待される。 

 

 3-2.使用の流れ 

 使用の流れについて示す。医療機関などの公的

機関には、以下のような流れで提示することがで

きる。 

 

図1. 共育手帳の使用手順 

最初に、赤ちゃんを授かった家庭を対象に、「母

子手帳」または本稿で提案する「共育手帳」のい

ずれかを選択してもらい、役所にて配布を行う。

次に、共育手帳を用いて夫婦が育児や子供の成長

について共に話し合いながら記入する。その後、

検診の際に指定の書類を提出するとともに、記録

の一環として写真撮影を実施する。このプロセス

を検診のたびに繰り返すことで、育児に関する継

続的な記録が可能となる。なお、健診の頻度は母

子手帳に準じるものとする。最終的に、記録され

た内容や写真はアルバムのような思い出の品とし

て残る。 

 

 3-3.スマホとの連携 

 看護師へのインタビューの他、厚生労働省の調

査でも母子手帳をデジタル化してほしいと言う声

が 57.8％あった。したがって家族手帳にもデジ

タル版を導入する方針である。各自治体で交付さ

れる紙媒体の家族手帳に電子版の QR コードを記

載する。アプリ内では母子手帳又は家族手帳を選

ぶことができ、家族形態の違いに応じた選択の自

由度が確保されている。電子版共育手帳の機能の

一つとして、お互いの価値観がどれくらい共通し

ているかを確認することができる簡単な心理テス

ト欄を設け、さらなる夫婦のコミュニケーション

の向上を図る。また、電子化することによって時

間や場所を問わず手帳の内容を夫婦で共有できる

ようになるため、利便性も大きく向上することが

期待される。 

 今後、共育手帳が夫婦の対話の架け橋となり、

育児に対する意識の改革に繋げていきたい。 
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